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４ 山梨県地震災害警戒本部 
 

(1) 山梨県地震災害警戒本部条例 
（昭和 54年 9月 26日 山梨県条例第 18号） 

（趣旨) 

第１条 この条例は、大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）第１７条第９項の規定によ

り、山梨県地震災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（本部長等の責務） 

第２条 警戒本部の長（以下「本部長」という。）は、警戒本部の事務を総括し、その職員を指揮監督する。 

２ 警戒本部の部員（以下「本部長」という。）は、本部長を助け、警戒本部の事務に従事する。 

３ 本部員以外の警戒本部の職員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。 

（部） 

第３条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に部を置くことができる。 

２ 部に属するべき本部員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、警戒本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

 

附 則  この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

(2) 山梨県地震災害警戒本部活動要領 
 

(趣旨) 

第１条 この要領は、山梨県地震災害警戒本部条例（昭和５４年９月山梨県条例第１８号）第４条の規定

により、山梨県地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の活動等に関する事項を定めるものとする。 

(副本部長) 

第２条 副本部長は、副知事をもってあてる。 

２ 副本部長は、本部長を補佐する。本部長に事故があるときは、副知事（山梨県副知事の担任事務に関

する規程（平成２７年山梨県訓令甲第１２号）第１条の規定により防災局に関することを担任事務とする

副知事をいう。）が本部長代理としてその職務を代理する。 

３ 前項の本部長代理に事故があるときは、同項に規定する副知事以外の副知事がその職務を代理する。 

(部、班及びその分掌事務) 

(本部員) 

第３条 大規模地震対策特別措置法(以下「法」という。)第１７条第５項第５号に定める職員は、各部局

長、公営企業管理者をもってあてる。 

２ 法第１７条第５項第６号に定める本部員は、山梨県市長会、山梨県町村会、山梨県消防長会及び山梨

県消防協会の事務局長をもってあてる。 

３ 法第１７条第５項第７号に定める指定地方公共機関の本部員は、知事が指定する指定地方公共機関の

役員又は職員をもってあてる。 

第４条 警戒本部に、部及び班を置き、その名称並びに分掌事務は、別表のとおりとし、部長及び班長は

分掌に定める者をもってあてる。 

(災害対策本部活動要領の準用) 

第５条 部長会議及び連絡班長会議に関しては､災害対策本部活動要領第６条及び第７条の規定を準用す

る。 

２ 警戒本部の配備に関しその内容等については、災害対策本部活動要領第８条及び第１０条に定める配

備を準用し、次のとおりとする。 
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配備態勢の名称 配備基準 配備を要する所属及び人員等 

東海地震に関連する調査情報

（臨時）配備態勢 

東海地震に関連する調査情報

（臨時）が発表されたとき 

地震災害警戒本部統括部員全職員 

地域県民センター２名以上 

東海地震注意情報配備態勢 東海地震注意情報が発表され

たとき 

全所属・全庁態勢（勤務時間外におい

ては、分掌する災害応急対策に係る所

要の人員を確保する態勢） 

東海地震予知情報配備態勢 警戒宣言が発令されたとき、

又は本部長が指示したとき 

全所属・全庁態勢（勤務時間外におい

ては、分掌する災害応急対策に係る所

要の人員を確保する態勢） 

 

 

(情報の連絡) 

第６条 警戒本部の部及び班の職員は、勤務時間外及び休日においても警戒宣言の発令等、地震情報を常

に知り得るよう努めるものとする。 

２ 警戒本部との連絡体制は、警戒本部構成機関の指名する連絡員を設け、所定の場所に常駐させるとと

もに、所属機関との連絡にあたらせるものとする。 

(災害対策本部活動要領の準用) 

第７条 法第２８条に定める避難報告については、災害対策本部活動要領第１５条の規定を準用する。こ

の場合「被害」とあるのは、「避難」と読み替えるものとする。 

２ 警戒本部の事務局に関しては、災害対策本部活動要領第１６条の規定を準用する。 

３ 警戒本部に地方連絡本部及び東京地方連絡本部を設置し、その活動内容等に関しては、災害対策本部

活動要領第１７条及び第１８条の規定を準用する。 

４ 警戒本部活動に従事する場合に関しては、災害対策本部活動要領第１９条の規定を準用する。 
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各 部 各 班 分 掌 事 務 （令和２年４月時点） 

名    称 
分  掌  事  務 

部 班 

統括部 災害対策本部統括部に

準じる 

災害対策本部統括部事務分掌に準じる 

知事政策部 

（知事政策局長） 

政策企画班 

（政策企画グループ長） 

政策調査班 

（政策調査グループ長） 

 

１ 部内及び関係団体との連絡調整に関すること 

２ 部内関係の被害の取りまとめ及び本部への報告に関すること 

３ 警戒本部統括部の応援に関すること 

秘書班 

（管理監） 

本部長の視察に関すること 

国際戦略班 

（国際戦略グループ長） 

 

１ 定住外国人の支援に関すること 

２ 国際交流センターとの連絡調整、情報収集、地震防災応急対策に

関すること 

スポーツ振興部 

（スポーツ振興局

長） 

 

オリンピック・パラリンピ

ック推進班 

(オリンピック・パラリン

ピック推進課長) 

関係団体との連絡調整に関すること 

スポーツ振興班 

(スポーツ振興課長) 
社会体育施設の地震防災応急対策に関すること 

 

 

県民生活部 

(県民生活部長) 

県民生活総務班 

(県民生活総務課長) 

１ 部内及び関係団体との連絡調整に関すること 

２ 部内関係の被害の取りまとめ及び本部への報告に関すること 

３ 男女共同参画推進センターの地震防災応急対策に関すること 

北富士演習場対策班 

(北富士演習場対策課長) 

統計調査班 

(統計調査課長) 

部内各班への応援に関すること 

県民安全協働班 

（県民安全協働課長） 
 

１ 生活関連物資の価格・需給動向調査に関すること 

２ 生活関連物資に関わる不当取引等の防止に関すること 

３ 生活関連物資調達の調整に関すること 

地域創生・人口対策班 
(地域創生・人口対策課長) 

部内各班への応援に関すること 

私学・科学振興班 
(私学・科学振興課長) 

私立学校に関する地震防災応急対策に関すること 

リニア交通部 

(リニア交通局長) 

リニア推進班 

(リニア推進課長) 

交通政策班 

(交通政策課長) 

１ 部内及び関係団体との連絡調整に関すること 

２ 部内関係の被害の取りまとめ及び本部への報告に関すること 

３ リニア見学センターの地震防災応急対策に関すること 

４ 山梨リニア実験線関係機関との連絡調整に関すること 

５ 輸送に用いるバス等に係る情報収集に関すること 

総務部 

(総務部長) 

 

 

人事班 

(人事課長) 

１ 部内及び関係団体との連絡調整に関すること 

２ 部内関係の被害の取りまとめ及び本部への報告に関すること 

３ 職員の動員、派遣に関すること 
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職員厚生班 

(職員厚生課長) 

１ 本部職員の健康管理に関すること 

２ 警戒本部統括部の応援に関すること 

財政班 

(財政課長) 

１ 災害応急関係の予算に関すること 

２ 県議会との連絡に関すること 

税務班 

(税務課長) 

災害による県税の減免措置に関すること 

財産管理班 

(財産管理課長) 県有財産（所管財産に限る）の地震防災応急対策に関すること 

行政経営管理班 

(行政経営管理課長) 

警戒本部統括部の応援に関すること 

市町村班 

(市町村課長) 

被災市町村及び支援市町村の行財政指導に関すること 

情報政策班 

(情報政策課長) 

各種システムの運用に関すること 

人事委員会事務局班 

(人事委員会事務局次長) 

部内各班への応援に関すること 

防災部 

（防災局長） 

防災危機管理班 

(防災危機管理課長) 

１ 警戒本部に関すること 

２ 各部及び関係機関との連絡調整に関すること 

３ 災害情報の受伝達に関すること 

４ 気象状況に基づく配備に関すること 

５ 自衛隊への災害派遣要請に関すること 

６ 災害救助法の適用等に関すること 

７ 被災者に対する援護に関すること 

消防保安班 

(消防保安課長) 

１ 警戒本部統括部に関すること 

２ 緊急消防援助隊受援に関すること 

３ 危険物の経験回避に関すること 

福祉保健部 

（福祉保健部長） 

福祉保健総務班 

(福祉保健総務課長) 

１ 部内及び関係団体との連絡調整に関すること 

２ 部内関係の被害の取りまとめ及び本部への報告に関すること 

３ 市町村及び他県との応援に関すること 

４ 奉仕、協力者の配置等に関すること 

５ 義損金、義損物資に関すること 

６ 社会福祉施設の地震防災応急対策に関すること 

監査指導班 

(監査指導室長) 

国保援護班 

(国保援護課長) 

部内各班への応援に関すること 

 

健康長寿推進班 

(健康長寿推進課長) 

老人福祉施設等の地震防災応急対策に関すること 

障害福祉班 

(障害福祉課長) 

社会福祉施設及び児童福祉施設(障害福祉課所掌)の地震防災応急対

策に関すること 

医務班 

(医務課長) 

１ 応急医療に関すること 

２ 医療関係の地震防災応急対策に関すること 

 

衛生薬務班 

(衛生薬務課長) 

１ 飲料水の確保に関すること 

２ 水道施設その他衛生資材に関する地震防災応急対策に関するこ

と 

３ 医薬品、医療機器、その他衛生資材等の確保及び配分に関するこ

と 

４ 薬事関係施設の地震防災応急対策に関すること 

５ ペットに関すること 
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健康増進班 

(健康増進課長) 

１ 感染症の予防に関すること 

２ 透析医療施設の地震防災応急対策に関すること 

３ 特定給食施設の食事供給体制に関すること 

４ 歯科保健の活動調査に関すること 

子育て支援部 

(子育て支援局長) 

子育て政策班 

(子育て政策課長) 

子ども福祉班 

(子ども福祉課長) 

児童福祉施設(子育て支援局所掌)の被害調査及び応急対策に関する

こと 

森林環境部 

(森林環境部長) 

森林環境総務班 

(森林環境総務課長) 

１ 部内及び関係団体との連絡調整に関すること 

２ 部内関係の被害の取りまとめ及び本部への報告に関すること 

環境・エネルギー班 

（環境・エネルギー課

長） 

エネルギー対策に関する連絡調整 

大気水質保全班 

(大気水質保全課長) 

公害関連施設の地震防災応急対策に関すること 

環境整備班 

(環境整備課長) 

廃棄物処理対策に関すること 

みどり自然班 

(みどり自然課長) 

１ 災害からの自然保護対策に関すること 

２ 八ヶ岳自然ふれあいセンターの地震防災応急対策に関すること 

森林整備班 

(森林整備課長) 

民有林の地震防災応急対策に関すること 

林業振興班 

(林業振興課長) 

１ 民有林関係施設等の地震防災応急対策に関すること 

２ 薪炭、水防用及び応急住宅用資材の確保に関すること 

県有林班 

(県有林課長) 

県有林の地震防災応急対策に関すること 

治山林道班 

(治山林道課長) 

１ 林道及び治山施設の地震防災応急対策に関すること 

２ 保安林の地震防災応急対策に関すること 

産業労働部 

(産業労働部長) 

 

産業政策班 

(産業政策課長) 

１ 部内及び関係団体との連絡調整に関すること 

２ 部内関係の被害の取りまとめ及び本部への報告に関すること 

３ 商工関係の地震防災応急対策に関すること 

４ 生活関連物資調達の調整に関すること 

成長産業推進班 

（成長産業推進課長） 

 

立地企業との連絡調整に関すること 

産業振興班 

（産業振興課長） 

１ 製造業関係の情報収集・提供並びに応急対策に関すること 

２ 災害復興資金の斡旋に関すること 

労政雇用班 

(労政雇用課長) 

労働関係施設の地震防災応急対策に関すること 

産業人材育成班 

(産業人材育成課長) 

職業能力開発関係施設の地震防災応急対策に関すること 

労働委員会事務局班 

(労働委員会事務局次

長) 

産業政策班等への応援に関すること 

 

観光文化部 

(観光文化部長) 

 

観光文化政策班 

（観光文化政策課長） 

 

１ 部内各班への連絡調整に関すること 

２ 部内関係の被害調査の取りまとめ及び本部への報告に関すること 

３ 市町村を通じた観光関係団体、観光関連施設との連絡調整、情報

収集、地震防災応急対策に関すること 
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観光振興班 

（観光振興課長） 

 

１ やまなし観光推進機構との連絡調整、情報収集、地震防災応急対

策に関すること 

２ 地場産業センターとの連絡調整、情報収集、地震防災応急対策に

関すること 

３ 富士の国やまなし館との連絡調整、情報収集、地震防災応急対策に関

すること 

４ 外国人旅行客の支援に関すること 

観光資源班 

(観光資源課長) 

１ 観光振興班等への応援に関すること 

２ 富士川観光センターとの連絡調整、情報収集、地震防災応急対策に関

すること 

世界遺産富士山班 

(世界遺産富士山課) 

１（富士山での大規模災害における）関係者との連絡調整、情報収集、

地震防災応急対策に関すること 

２ 富士山世界遺産センターの地震防災応急対策、観光客対策に関す

ること 

３ 富士北麓駐車場との連絡調整、情報収集、地震防災応急対策に関

すること 

文化振興・文化財班 

（文化振興・文化財課） 

１ 県立文化施設の被害調査及び応急対策に関すること 

２ 文化財の地震防災応急対策に関すること 

農政部 

(農政部長) 

農政総務班 

(農政総務課長) 

１ 部内及び関係団体との連絡調整に関すること 

２ 部内関係の被害調査の取りまとめ及び本部への報告に関すること 

３ 農業協同組合及び農業共済組合の地震防災応急対策に関すること 

担い手・農地対策班 

(担い手・農地対策課長) 

農業委員会ネットワーク機構及び農業委員会との連絡調整に関する

こと 

販売・輸出支援班 
(販売・輸出支援課長) 

１ 卸売市場の地震防災応急対策に関すること 

２ 農畜産物の流通販売の地震防災応急対策に関すること 

農村振興班 

(農村振興課長) 

開拓財産及び国有財産の地震防災応急対策に関すること 

果樹・６次産業振興班 

(果樹・６次産業振興課

長) 

 

果樹・野菜関係流通施設等の地震防災応急対策に関すること 

畜産班 

(畜産課長) 

１ 畜産関係の地震防災応急対策に関すること 

２ 畜産物の調達及び斡旋の準備又は実施に関すること 

食糧花き農水産班 

(食糧花き農水産課長) 

１ 食糧の調達及び斡旋の準備又は実施に関すること 

２ 水稲等の被害調査及び応急対策に関すること 

３ 花き、特産関係の被害調査及び応急対策に関すること 

４ 水産関係施設の地震防災応急対策に関すること 

農業技術班 

(農業技術課長) 

 

１ 農産物等の被害調査に関すること 

２ 農産物等の技術対策に関すること 

３ 農業災害関係制度資金に関すること 

耕地班 

(耕地課長) 

農地及び農業用施設の地震防災応急対策に関すること 

県土整備部 

(県土整備部長) 

 

県土整備総務班 

(県土整備総務課長) 

１ 部内応急体制の確立に関すること 

２ 部内情報の取りまとめに関すること 

３ 県土整備本部班への応援に関すること 

県土整備本部班 

（企画調整主幹） 

１ 部内及び関係団体との連絡調整に関すること 

２ 応急復旧資材等の調達に関すること 
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景観づくり推進班 

（景観づくり推進室長） 

建設業対策班 

(建設業対策室長) 

用地班(用地課長) 

技術管理班 

(技術管理課長) 

１ 県土整備総務班への応援に関すること 

２ 県土整備本部班への応援に関すること 

道路整備班 

(道路整備課長) 

高速道路推進班 

(高速道路推進課長) 

道路管理班への応援に関すること 

道路管理班 

(道路管理課長) 

１ 道路及び橋梁の地震防災応急対策に関すること 

２ 交通規制の実施実況の取りまとめ及び連絡に関すること 

３ 道路情報の提供に関すること 

治水班 

(治水課長) 

１ 部内関係の被害の取りまとめ及び本部への報告に関すること 

２ 水防活動の総括に関すること 

３ 水防情報の取りまとめ及び伝達に関すること 

４ 水防管理団体の指導連絡に関すること 

５ 河川の地震防災応急対策に関すること 

６ ダム施設の地震防災応急対策に関すること 

砂防班 

(砂防課長) 

砂防施設及び地すべり施設等の地震防災応急対策に関すること 

都市計画班 

(都市計画課長) 

１ 都市施設の地震防災応急対策に関すること 

２ 被災宅地危険度判定士の出動要請に関すること 

下水道班 

(下水道室長) 

下水道施設の地震防災応急対策に関すること 

建築住宅班 

(建築住宅課長) 

住宅対策班 

(住宅対策室長） 

１ 被災建築物応急危険度判定士の出動要請に関すること 

２ 災害復旧住宅資金の融資に関すること 

３ 崖地近接住宅の除去、移転に関すること 

４ 災害応急仮設住宅建設に関すること 

５ 公営住宅の地震防災応急対策に関すること 

６ 警戒本部建築物・廃棄物対策班の応援に関すること 

営繕班 

(営繕課長) 

県有建物の地震防災応急対策に関すること 

出納部 

(会計管理者)  

会計班 

(会計課長) 

１ 部内各班との連絡調整に関すること 

２ 部内関係の被害調査の取りまとめ及び本部への報告に関すること 

３ 災害関係経費の支払いに関すること 

管理班 

(管理課長) 

災害関係物資の調達に関すること 

工事検査班 

(工事検査課長) 

治山林道班、耕地班、県土整備本部等への応援に関すること 
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監査委員事務局班 

(監査委員事務局次長) 

管理班等への応援に関すること 

企業部 

(公営企業管理者) 

総務班 

(総務課長) 

１ 部内及び関係団体との連絡調整に関すること 

２ 部内関係の被害調査の取りまとめ及び本部への報告に関すること 

３ 応急復旧用資材及び物資の調達に関すること 

４ 所管施設の地震防災応急対策に関すること 

電気班 

(電気課長) 

１ 所管施設の地震防災応急対策に関すること 

２ 水防情報の取りまとめ及び伝達に関すること 

文教部 

(教育長) 

総務班 

(総務課長) 

１ 部内及び関係団体との連絡調整に関すること 

２ 部内関係の被害調査の取りまとめ及び本部への報告に関すること 

３ 職員の動員、派遣及び応援に関すること 

福利給与班 

(福利給与課長) 

部内各班への応援に関すること 

学校施設班 

(学校施設課長) 

公立学校施設の地震防災応急対策に関すること 

義務教育班 

(義務教育課長) 

１ 市町村(組合)立学校の地震防災応急対策に関すること 

２ 被災児童、生徒の教科用図書の斡旋に関すること 

高校教育班 

(高校教育課長) 
高校改革・特別支援教育班 
(高校改革・特別支援教育課長) 

１ 県立学校の地震防災応急対策に関すること 

２ 被災生徒の奨学金に関すること 

生涯学習班 

（生涯学習課長） 

 

社会教育施設の被害調査及び応急復旧に関すること並びに青少年施

設の 

地震防災対策に関すること 

保健体育班 

（保健体育課長） 

部内各班への応援に関すること 

警察本部 

(警察本部長) 

総務課 

警備第二課 

(警備第二課長) 

１ 部内及び関係団体との連絡調整に関すること 

２ 部内関係の被害調査の取りまとめ及び本部への報告に関すること 

３ 災害警備上の地震防災応急対策に関すること 

４ 犯罪の予防及び社会秩序の維持に関すること 

５ 災害時の交通の禁止及び規制に関すること 

６ 警察の通信に関すること 
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 (3) 東海地震に関連する情報の連絡ルート及び内容（勤務時間外） 
 

○ 東海地震に関連する調査情報（臨時） 

 

    気象庁（防災情報提供システム）  
 

        宿日直室で受信      

 

     配備当番へ連絡      

 

  配備当番から担当者に連絡    

  

      防災局職員が登庁・配備    

 

    県関係防災機関の連絡員に連絡①  

 

 

 

 

 

 

 

○ 東海地震注意情報 

 

    気象庁（防災情報提供システム）  
 

        宿日直室で受信      

 

     配備当番へ連絡      

 

   配備当番から担当者に連絡   

 

      防災局職員が登庁・連絡    

  

      統括部員が登庁・配備     

 

 

 

 

       全所属全職員登庁      

 

 

 

 

 

 

 

番号 相手方 連  絡  内  容 

統括部各班長に連絡② 

地域県民センターに連絡 

知事・副知事に報告 

担当職員が登庁・配備 

知事・副知事に報告 

県本部員連絡員④ 

県関係防災機関との連絡③ 
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① 
防災関係機関本部員 

・連絡員 

 ○○月○○日○○時○○分、気象庁地震火山部から東海地震に関連する調査情報（臨時）

が発表されました。今後、東海地震との関連性が高まった場合には注意情報が発表されま

す。 

 今後、新しい情報が発表され次第、随時御連絡します。 

 本部員に連絡し、連絡手段の確保をお願いします。 

② 統括部各班班長 

 ○○月○○日○○時○○分、気象庁地震火山部から東海地震に関連する調査情報（臨時）

が発表されました。今後、東海地震との関連性が高まった場合には注意情報が発表されま

す。 

配備態勢をとりますので直ちに防災新館４階へ参集をお願いします。 

③ 
防災関係機関本部員 

・連絡員 

 ○○月○○日○○時○○分、気象庁地震火山部から東海地震注意情報が発表されました。 

 今後、警戒宣言の発令等の可能性もありますので、続報を逃さない態勢をお願いします。 

 なお、警戒宣言が発令されますと山梨県地震災害警戒本部員会議を開催します。 

 本部員の出席準備及び連絡員の派遣準備をお願いします。開催日時等については、警戒

宣言が発令された場合に再度御連絡申し上げます。 

④ 県本部員連絡員 

○○月○○日○○時○○分、気象庁地震火山部から東海地震注意情報が発表されました。 

 本部員への連絡をお願いします。 

また、直ちに、地震防災応急対策等の実施準備をお願いします。なお、職員の配備態勢は

注意情報配備態勢に移行します。 
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勤務時間外における気象情報受理者（地域県民センター） 

 

所 属 名 
第 1 連 絡 者 第 2 連 絡 者 第 3 連 絡 者 

職 名 氏      名 職 名 氏     名 職 名 氏     名 

中北地域 

県民センター 

次長（地域防災幹） 

 

総務県民課長 

 

窓口・防災担当リーダー 

 

峡東地域 

県民センター 

次長（地域防災幹） 

 

総務県民課長 

 

窓口・防災担当リーダー 

 

峡南地域 

県民センター 

次長（地域防災幹） 

 

総務県民課長 

 

窓口・防災担当リーダー 

 

富士・東部地域 

県民センター 

次長（地域防災幹） 

 

総務県民課長 

 

窓口・防災担当リーダー 

 

 

勤務時間外における気象情報受理者（消防本部） 

 

甲府地区消防本部 055-222-1190 笛吹市消防本部 055-261-0119 

都留市消防本部 0554-43-1119 峡南消防本部 055-272-1919 

富士五湖消防本部 0555-22-0119 東山梨消防本部 0553-32-0119 

大月市消防本部 0554-22-0119 上野原市消防本部 0554-62-4111 

峡北消防本部 0551-22-0119 南アルプス市消防本部 055-283-0119 
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(4) 「東海地震に関連する情報」発表時の報告・様式 
 

 

（東海地震注意情報発表時） 

・所属別参集職員一覧表 
（４－２－１） 

・市町村職員参集状況 ・地方連絡本部・市町村参集状況一覧表 
（４－３－１） （４－３－２） 

・地震防災応急対策実施票 ・地震防災応急対策実施票 
（４－６－１） （４－６－１） 

・地震防災応急対策実施票 
（４－６－２） 

（東海地震予知情報発表・警戒宣言発令時） 

・所属別参集職員一覧表 
（４－２－１） 

・市町村職員参集状況 ・地方連絡本部・市町村参集状況一覧表 
（４－３－１）  （４－３－２） 

・市町村避難所開設状況一覧表 ・市町村別避難状況一覧表 
 （４－５－１） （４－５－２） 
・地震防災応急対策実施票 ・地震防災応急対策実施票 

（４－６－１） （４－６－１） 
・勤務ローテーション表 

（４－７－１） 
・地震防災応急対策経費一覧表 

（４－８－１） 
・地震防災記録報告書 

（４－９－１） 

・地震防災応急対策実施票 
（４－６－２） 

市町村地震 
災害警戒本部 

地方連絡本部 地震災害警戒本部 

情 
  
報 
  
収 
  
集 
  
班 

防災関係機関 

市  町  村 地域県民センター 
防災危機管理課 
（地震災害警戒 
本部統括部） 

 
 
 

防

災

危

機

管

理

課 
 
・ 
情 
報 
収 
集 
班 

防災関係機関 
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(5) 「東海地震応急対策活動要領」に基づく具体的な活動内容に係る計画（抜粋） 
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別表１－１ 前進拠点・進出拠点一覧 

機関 
部隊 

所在地 

規模 前進拠点 進出拠点 派遣 

都県 (人)   位置  位置 

警視庁 関 東 1,000 － － 小瀬スポーツ公園(甲府市) 7 山梨県 

防衛省 
宮城県 300 朝霞駐屯地(東京都練馬区) 13 － － 山梨県 

福島県 1,100 朝霞駐屯地(東京都練馬区) 13 － － 山梨県 

消防庁 
群馬県 200 － － 談合坂 SA(山梨県上野原市) 29 山梨県 

埼玉県 500 － － 談合坂 SA(山梨県上野原市) 29 山梨県 

 

別表１－２ 活動拠点(候補)一覧 

No 拠点名称 所在地 管理者 使途 

1 小瀬スポーツ公園 甲府市 県 警察、自衛隊、消防 

2 富士北麓公園 富士吉田市 県 警察、自衛隊、消防 

3 櫛形総合公園 南ｱﾙﾌﾟｽ市 市 自衛隊、消防 

4 富士川クラフトパーク 身延町 県 警察、自衛隊、消防 

5 山梨県立防災安全センター 中央市 県 自衛隊、消防 

6 緑が丘スポーツ公園 甲府市 県・市 自衛隊、消防 

7 笛吹川フルーツ公園 山梨市 県 警察、自衛隊、消防 

8 曽根丘陵公園 甲府市 県 自衛隊、消防 

9 桂川ウェルネスパーク 大月市 県 警察、自衛隊、消防 

10 韮崎中央公園 韮崎市 市 警察、自衛隊、消防 

 

別表３－１ 広域物資拠点 

都県名 拠点名称 位置 住   所 面 積 

山梨県 アイメッセ山梨 F 甲府市大津町 2192-8 

（敷地）25,760㎡ 

（建築）7,678㎡ 

（延べ床）9,945㎡ 

 

別表３－２ 広域物資拠点に輸送される物資の種類と量 

都県名 拠点名称 物資の種類 量 

山梨県 

小瀬スポーツ公園 

食糧（発災後３日目程度まで） 約 31.2万食 

食糧（発災後４日程度から１週間まで） 約 115.5万食 

調整粉乳 約 1t 

小児おむつ 約 10千枚 

大人用おむつ 約 2千枚 

富士北麓公園 
食糧（発災後３日目程度まで） 約 10.1万食 

食糧（発災後４日程度から１週間まで） 約 37.5万食 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 126 -       - 126 - 

 

別表４－３ 別紙の緊急輸送活動 

○発災後３日目程度までの食料 

輸送内容 輸送区間 
物資調達の 

調整主体 

物資輸送の 

調整主体 

調理不要食品 
埼玉県、千葉県→山梨県（小瀬スポーツ公園） 農林水産省 国土交通省 

東京都→山梨県（富士北麓公園） 農林水産省 国土交通省 

 

○発災後４日程度から１週間までの食料 

輸送内容 輸送区間 
物資調達の 

調整主体 

物資輸送の 

調整主体 

調理不要食品 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、福井県 

 →山梨県（小瀬スポーツ公園） 
農林水産省 国土交通省 

群馬県、埼玉県、千葉県→山梨県（富士北麓公園） 農林水産省 国土交通省 

簡易調理食品 
埼玉県→山梨県（富士北麓公園） 農林水産省 国土交通省 

群馬県、埼玉県→山梨県（富士北麓公園） 農林水産省 国土交通省 

精米 

茨城県、栃木県、千葉県、東京都 

 →山梨県（小瀬スポーツ公園） 
農林水産省 国土交通省 

埼玉県→山梨県（富士北麓公園） 農林水産省 国土交通省 

  

○食料以外 

輸送内容 輸送区間 
物資調達の 

調整主体 

物資輸送の 

調整主体 

調整粉乳 東京都→山梨県（小瀬スポーツ公園） 消防庁 物資供給都道府県 

小児おむつ 神奈川県→山梨県（小瀬スポーツ公園） 厚生労働省 物資供給事業者 

大人用おむつ 埼玉県→山梨県（小瀬スポーツ公園） 厚生労働省 物資供給事業者 

 

※ 地域防災計画の修正に伴い、甲府市の物資拠点を小瀬スポーツ公園からアイメッセ山梨に変更する。 

 


